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　「北海道ぼけ老人を支える家族の会」の長
谷川です。私たち家族の会では、現在7つの
市と6つの町の合計１3ヶ所で託(宅)老事業
を実施しております。家族の会は全道で50市
町に支部がございますので、そのうちの１
3ヶ所ということで皆さんは少ないなと思わ
れるかもしれませんが、私は会長として決し
て託(宅)老事業に慌てて踏み込むことのない
よう焦らずに、その地域に最も合った事業を
行なっていきたいと思っています。
　例えば電話相談、命の相談電話ですね、こ
れも大事だし、ふれあい訪問という一声運
動、それから集いの会報の手配りとか大事な
仕事がいっぱいあるので、あまり慌てないで
やってくださいということを支部に申し上げ
ています。
　それはなぜかというと、他の仕事と違って
一旦始めたら、ボランティアの方がやめたり
場所が急に使えなくなったからといって、明
日からもう託(宅)老をやめます、という訳に
はいかないからです。特にぼけの人の託(宅)
老というのは、環境が変わることによって容
態が非常に悪化する恐れがありますので、決
して無理をしないで十分力を貯えてから始め
てください、と言っております。
　その13ヶ所のなかで釧路市と清水町は、特
定非営利活動団体ＮＰＯ法人として認証を受
けたところです。現在、石狩市の家族の会が
ＮＰＯ法人の申請をしております。ところ

が、せっかく市民活動、私たちのボランティ
ア活動を助けようということで法律が施行に
なったのですが、問題があります。昨年、釧
路市の家族の会が託(宅)老事業の実績を認め
られて、毎日新聞社から全国で3団体に贈ら
れる介護賞を受けました。しかしＮＰＯ法人
なのですが、100万円もらった賞金の手取り
が90万しかなくて、ちゃんと10万円、1割
引かれているわけです。私たちにとってはた
とえ1万円でも貴重なお金ですから、賞をも
らったときには、丸々もらえるようにお願い
したいと思います。
　どのくらいの託(宅)老利用者があるのかと
いいますと、年間で約6000人です。お年寄
りはお亡くなりになる方もいますし、北海道
は半年間雪に閉ざされますから数にずいぶん
変動があります。ですからこの6000人とい
うのは託(宅)老所の定員目一杯、年間フルに
稼動したときの数を示していますので、やや
多めではあります。
　13ヶ所の託(宅)老所では、1ヶ所で月平均
2、3回やっています。1回につき利用者は16
人から17人で、合計しますと月に500人です。
全道の毎日どこかで1ヶ所が事業をやってい
るということになっています。利用料金は1
回につき300円から高いところで500円です。
これは入浴の設備がなく、家族の会は入浴を
してあげることができませんので、ほとんど
が昼食代ということになります。

安くて楽しくて気楽な託（宅）老所

北海道ぼけ老人を支える家族の会
長　谷　川　巌
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　私たち家族の会になぜこんなに多くの利用
者があるのかといいますと、介護保険制度と
の比較があると思います。介護保険制度のデ
イサービス、デイケアの利用料は1回につき
1000円を越えてしまいます。これは通う方の
要介護度とか施設によっていろいろ計算があ
りますが、送迎の往復の費用と食事代、入浴、
この入浴も特浴など複雑になりましたが、こ
れらを積み上げて計算しますと、要介護度1
～2の方で1140円位です。お風呂には入れま
せんが家族の会は300円から500円ですから、
介護保険制度の方を1回減らして家族の会の
方に行ってみようか、ということがあるわけ
です。
　次に資金源についてですが、１3ヶ所合計
で年630万円です。この中には先ほど申した
毎日新聞社の介護賞の100万円も入っていま
すので次年からは減るわけです。また、これ
はその他の先ほど申し上げたような電話相談
とかふれあい訪問にかかる費用も含めたもの
で、託(宅)老だけの費用ではありません。630
万円で6000人のお世話をしているわけです
から、1人 1000 円位の会費を用意しないと
やっていけないという状況です。簡単にはい
かないということですね。630万円のうち自
治体の補助金が300万円で、それから家族の
会本部の助成金が30万円です。この30万円
は北海道から家族の会本部が頂きまして、そ
のまま13ヶ所の事業所に人数割りで補助し
ています。北海道は別として、市町の13ヶ所
に対する年間の補助金が300万円ということ
は非常に少ないですね。残りは赤い羽根共同
募金さんなどからの寄付金が223万円、社会
福祉協議会から77万円、締めて630万円とい
うことになります。
　託(宅)老をどういう動機で始めたか、とい
うことを皆さん興味がおありかと思います。

家族の会で一番早く始めたのは平成元年9月
にスタートした石狩の家族の会で、これは北
海道における託(宅)老の元祖といいますか、
第1号です。これは「ゆうゆうの会」という
のですが、ここが託(宅)老を始めた動機は、
ある1人の会員さんが「介護者は大変だから
暇があったらお年寄りを預かってあげたい
な」というそのつぶやき、その言葉がきっか
けで12年間続いています。
　平成2年の5月には網走の家族の会が、「コ
スモス」という名で託(宅)老を始めました。
その動機はお年寄りから何かを学ぼうという
ことでした。お年寄りは智恵の塊、生活の生
き字引みたいなものでして、それがお世話役
の会員さんたちにとってもいろんなことを学
ぶ良い機会なのです。それから平成5年4月
に、先ほど紹介した釧路の会が取り組み始め
ました。これは最初は「たんぽぽ託(宅)老」
と言っていたのですが、今は「わたぼうし」
と言っています。なぜかというと、平成5年
からずっとがんばっていて、そのたんぽぽが
成熟してわたぼうしになったという意味で
す。このままでいきますと、世話役の会員さ
んも高齢化してしまいますので、一方で介護
保険を充実させてほしいと思います。そし
て、平成9年から最近がんばっている清水町
の例があります。これはすずらんの会といい
ます。この家族の会の動機は、行政の隙間を
埋めたいというものでした。行政の介護保険
で全て対応できればそれに越したことはない
のですが、やはり地域住民ががんばらなきゃ
いけない、私たちががんばらなければという
ことで、650人のお年寄りを1日5、6時間お
預かりしています。ここが家族の会では最初
にＮＰＯ法人を取得した会です。
　介護保険制度実施後に、私たちの託(宅)老
事業はどう変化したかということを2点お話
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します。1点目は、託(宅)老の利用者が増え
ているということです。昨年4月から介護保
険制度が始まったときに、内心私たちは良
かったと思いました。10年もやっていますと
会員さんも10歳年を取るわけでして、世話
役の方も疲れ気味で腰痛もあります。特に移
送介助、送り迎えというのは大変で、これは
会員さんのボランティアでやっています。デ
イサービスが3時ぐらいに終って、そこから
車に乗せてお家に帰るのですが、会長さんは
自宅で待っていて、参加したお年寄りを全員
自宅に無事お届けしましたと世話人から連絡
をもらってはじめて終るのです。ですから、
送迎の運転手ぐらいはせめて自治体の費用で
雇ってほしいと切に思います。
　2点目に変わったことは、要介護認定者、介
護保険サービスの対象者と介護保険の対象と
ならなかった方との託(宅)老住み分けができ
てきたということです。「痴呆の方は介護保
険サービスの方に行ってください。設備も良

いし、プロの介護者がいますので。他方まだ
らぼけかぼけの軽い方はこちらに来て家族の
会で楽しんでください」という感じで、なん
となく住み分けができてきています。私は
「北海道ぼけ老人を支える家族の会」の会長
ですから、ぼけの人の世話をするのが本来の
努めなのですが、介護保険制度ができたため
にぼけの方は介護保険制度の方に、ぼけてい
ない方はどうぞこちらの方にという妙なこと
になっています。しかし介護予防も大切です
から、ぼけ防止で託(宅)老をやっていると考
えれば、家族の会の仕事としてそれもいいか
なと思ったりしています。
　次に1番大切な課題についてお話します。
１３の家族の会からアンケートを取ってみま
したら、1番多かったのは、世話人がなんと
いっても足りないということです。特に力仕
事のできる男性の会員です。介護保険は女性
を介護から解放するために始めたのに、介護
保険対象外の託(宅)老が女性に頼るようでは
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何をしているのかわからないでしょう。です
から、私たち男性もがんばりましょう。今日
ここにいらしている男性も、帰られたらぜひ
たくさんの男性を動員してください。これが
1番多い希望でした。2番目は事務所です。送
迎を手配したりボランティアチームを派遣し
たり、仕事がいろいろあるのですが、そのた
めの事務所がないのです。個人の家で電話を
使ったりしてやっているわけですが、なるべ
く事務所を確保したいということです。それ
から3番目は先ほどお話に出ましたが送迎体
制の確立です。これが最も深刻で切実なこと
であります。4番目は託(宅)老の場所の確保
です。現実は狭くて古いのです。それから食
事のための厨房が必要ですがこれも古いの
で、せめて厨房施設ぐらいは最新のものを使
いたいと考えています。そして最後は活動費
の不足が挙げられています。今申し上げた4
番目の場所の問題について少し付け加えます
と、最近女性の社会進出の時代でＪＲの駅の
中に託児所ができていますが、隣り合わせて
託(宅)老所もつくっていただけると、勤めに
行くときにお年寄りは託(宅)老所に、育児中
の方はお子さんを託児所に預けることができ
て良いのではないかと思います。それから駅
がだめなら、郵便局というのは非常に場所が
いいのです。郵便局を知らない人はいません
から、ここで託(宅)老をやるよと言ったら多
くの方が集まってくれると思います。今月
いっぱい道内で7ヶ所閉鎖になる保健所があ
るので、その建物をぜひ託(宅)老に使わせて
ください、と北海道に希望を出しています
が、忙しいのかさっぱり返事がありません。
　最後に自治体の責任について申し上げたい
と思います。国が介護保険の対象にならな
かった方に対する生活支援と介護予防のため
に、500億円を予算化しました。しかし、自

治体がどうして託(宅)老や介護者のためのリ
フレッシュ事業をやらないのでしょうか。そ
こで、「なぜせっかく国が用意してくれた500
億円を使って事業をやらないのか」と聞いて
みました。そうしたら、「去年は370億円で今
年は500億円と増えたけれども、来年はわか
らないよ。もし始めたら途中で止めるわけに
はいかないでしょ。補助金が減ったらそれが
全部自治体の負担になるから、様子を見なが
らやります。家族の会はもっとがまんしてく
ださい」というわけです。こんなことではい
けないのです。私たちも高齢化してしまい、
若い方たちもなかなか家族の会の会員になっ
てくれませんので、毎年毎年ボランティアの
託(宅)老はきつくなってきています。ですか
らちゃんと国からの補助を受けて、自治体は
責任を果たしていただきたいと思います。さ
らに、低所得者の利用料1割自己負担軽減に
よって、デイサービスとデイケアの利用促進
を図ることが必要です。北海道でデイサービ
ス、デイケアをやっている所で土日もやって
いる所は8％弱しかありません。介護保険が
できて1年も経つのに、どうして土曜日曜に
やらないのですか。警察官や消防士は土日に
おやすみですか、どうしてお年寄りの命を預
かる大事なデイサービスセンターやデイケア
が土日に休むのでしょうか。是非やっていた
だきたいと思います。
　それではこれで終りたいと思います。どう
もありがとうございました。　

質問：レジメのなかに、「利用者が増加中、安
くて楽しくて気楽です」とありますが、高齢
者がこういうふうに元気になっていったとい
うような姿を紹介していただきたいと思いま
す。また、世話人が少ないということについ
てですが、では専門家というのはどのように
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養成されていく必要があるのか、ということ
についてお考えがあったらお願いいたしま
す。

長谷川：介護保険制度が始まったのに、どう
して多くの方がボランティアの託(宅)老の方
に行くのかといいますと、安くて楽しくて気
楽ですという３つのことが挙げられます。安
くてというのは、先程お話しましたように介
護保険の方は入浴付ですが1000円以上かか
る、ボランティアの方では入浴はできないけ
れども最高でも1回500円ですむ、という料
金の違いがあります。それから楽しくてとい
うのは、歴史の古さというものがあるので
しょうが、顔馴染みがいますので、どうして
もボランティアの方に行ってしまうという訳
です。私たちは2つほど注意していることが
あります。1つは昼寝を十分取っていただく
こと、それから食事の時間を、お1人お1人
の状態に合わせてゆっくり取っていただくと
いうことです。今一番時間のかかる方で、2
時間食事をされている方がいますが、決して
急がせません。そういうことも、多くの方が
託(宅)老を利用される理由かもしれません。
3つ目の気楽ですといことについてお話しま
す。介護保険サービスはまず基本的にキャン
セルができないのです。お年寄りは朝になっ
てみないとその日の健康状態がわかりませ
ん。家族の会ですと、‘調子が悪いのでした
らゆっくりおやすみなさい。’と言ってくれ
ます。そうしたところに気楽さがあるのだと
思います。また、ケアプランにも関係ないし、
ケアマネージャーにも電話をする必要もない
という手続き上の問題もあろうかと思われま
す。
　次に2番目の質問ですが、専門家の希望に
ついてお話します。1つ目としまして、病院
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を定年された看護婦さんにぜひ託(宅)老に来
ていただきたいですね。脈を取ったりいろ
いろ仕事がありますので、家に閉じこもっ
ていないでぜひ手伝っていただきたいと思
います。それから特に痴呆の方の介護は経
験が大切ですので、そうした経験をお持ち
の方が来てくださると喜ばしいです。専門
の介護職ではないのですが、自衛隊を定年
された方も大歓迎です。自衛隊の定年は53
歳なのですが、元気がいいし規律、礼儀正し
いので、こういう方が送迎の運転手をやっ
ていただけたら、とても助かります。

札幌

宗谷
●

釧根
●

道南「茜」
●

●

小樽･後志


